
厚生労働大臣の定める掲示事項（令和 8 年 6 月 1 日現在） 

 

 

１．当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 
 

２．入院基本料について 

当院は、急性期一般入院料（日勤、夜勤）あわせて入院患者 10人に対して 1人以上の看護職員を配

置しております。緩和ケア病棟入院料、障害者施設等入院基本料（日勤、夜勤）あわせて入院患者

7 人に対して 1 人以上の看護職員を配置しております。なお、病棟、時間帯、休日などで看護職員

の配置が異なります。実際の看護配置につきましては、各病棟に詳細を掲示しておりますのでご参

照ください。 
 

３．入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について 

当院では、入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者様に関する診療計画を策定し、

7 日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療

安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。 
 

４．基本診療料／特掲診療料の施設基準の届出について 

当院の東海北陸厚生局長への基本診療料、特掲診療料の施設基準に係る届出については、別掲の「施

設基準届出一覧」をご参照ください。 
 

５．入院時食事療養について 

当院は、入院時食事療養（Ⅰ）に届出を行っており、管理栄養士の管理の下に食事を適時、適温に

て提供しています。（朝食：7時頃／昼食：12時頃／夕食：18時頃） 
 

６．保険外併用療養費について 

 １）先進医療に関する事項 

   当院は、先進医療にも取り組んでおります。 

 ２）医薬品の治験に係る診療に関する事項 

   当院では、医薬品の係る臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的する治験を実施しており 

ます。この治験の実施については、患者様への情報提供を前提とし、患者様の自由な選択と同意 

がなされたものに限っております。 

 ３）特別療養環境の提供 

   入院治療に際して特別室を利用されますと、1 日につき次の個室室料が加算されます。詳細につ 

いては、別添の「特別室の料金について」をご参照ください。 

４）初診・再診時に係る費用の徴収 

当院は 200床以上の紹介受診重点医療機関として、「紹介状」をお持ちにならずに初診で受診さ 

れた場合に、「選定療養費」として初診料等の診療費とは別に 7,700円（税込）をご負担いただ 

いております。また、再診の場合であっても、他の医療機関に文書でご紹介を行ったにもかかわ 

らず、引き続き当院を受診される場合には、診療費とは別に 3,300円（税込）をご負担いただき 

ます。ご理解のほど、お願い申し上げます。詳細については、別添の「初診時の選定療養費の徴 

収について」をご参照ください。 



５）入院期間が 180日を超える場合の費用 

   同じ症状による通算のご入院が 180日を超えた場合、1日につきに入院基本点数の 15％に消費税 

10％を加算した額を特定療養費として徴収させていただきます。 2,354円／日（税込） 

６）後発医薬品のある先発医薬品（長期収載品）の選定療養について 

   後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の 

料金をお支払いいただきます。詳細については、別添の「令和６年 10月からの医薬品の自己負担 

の新たな仕組み」をご参照ください。 
 

７．保険外負担に関する事項について 

診断書・証明書 

当院の診断書・証明書の料金については、別掲の「文書料金表」をご参照ください。 
 

８．明細書発行体制について 

医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別

の診療報酬の算定項目の判る明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給

者で医療費の自己負担の無い方についても、明細書を無料で発行しております。 

明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、そ

の点をご理解いただき、ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含め

て、明細書の発行を希望されない方は、料金計算窓口にてその旨お申し出ください。 
 

９．患者相談窓口について 

当院では、「患者相談窓口」を地域医療連携室（1 階：医事事務室内）に設置しておりますので、お

気軽にご利用ください。診療内容に関すること、医療費に関すること、職員の接遇に関すること、

退院後のこと等、患者様の立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをします。 
 

10．禁煙外来について 

当院では、禁煙を行おうとしている方、禁煙を行おうとしてもなかなかやめられない等のお悩みに

方等に対し、禁煙のお手伝いが出来るよう禁煙外来を設けております。ご希望の方は主治医又は受

付までお申し出ください。 
 

11. 栄養サポートチームによる診療について 

当院では、栄養状態の悪い患者様に対して、医師・看護師・薬剤師・管理栄養士など、さまざまな

職種のメンバーにより、適切な栄養管理を行い、全身状態の改善に取り組んでいます。 
 
 

12. 電子的診療情報連携体制整備加算について 

  当院は医療 DX 推進して質の高い医療を提供できるように体制整備を行っております。詳細は別添

の「電子的診療情報連携体制整備加算について」をご参照ください。 

 

13. 電子処方箋について 

  当院は電子処方箋対応医療機関となります。 

 
 



14. 後発医薬品（ジェネリック医薬品）について 

  当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向

けた取り組みを実施しています。 

当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画等の見直し等、適切な対応ができる体

制を整備しております。 

なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更にあたっ

て、ご不明な点がございましたら、主治医又は薬剤師にお尋ねください。 
 

15. バイオ後続品（バイオシミラー）について 

  当院では、バイオ後続品を積極的に採用しております。バイオ後続品は先行バイオ医薬品と品質が

ほとんど同じで、同じ効果と安全性が確認された薬剤です。ご不明な点がございましたら、主治医

又は薬剤師にお尋ねください。 

 

16．一般名処方について 

  当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施して

います。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分を

もとにした一般名処方（※一般的な名称により処方箋を発行すること）を行う場合があります。 

  一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。一般名

処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやす

くなります。 

 

17．がん性疼痛緩和指導管理料について 

  当院では、がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供でき

る体制を整備しております。 
 

18. 外来腫瘍化学療法診療料について 

  当院では、専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時１人以上配置し、患者さんからの電話等に

よる緊急の相談等に 24 時間対応できる連絡体制を整備しております。 

当院では、急変時等の緊急時に患者さんが入院できる体制を整備しております。 

  当院では、実施される化学療法のレジメン（治療内容）の妥当性を評価し、承認する委員会を開催 

しております。 
 

19. 厚生労働大臣が定める手術に関する施設基準に係る実績について（令和 7年 1月～12月） 

当院の手術の実施件数については、別掲の「手術の実施件数」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

施設基準届出一覧（令和 8年 6 月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・初診料（注16電子的診療情報連携体制 

整備加算2） 

・初診料（電子的歯科診療情報連携体制 

整備加算1） 

・外来診療料（注10電子的診療情報連携体制

整備加算2） 

・一般病棟入院基本料（急性期一般入院料5） 

・結核病棟入院基本料 10対1 

・障害者施設等入院基本料 7対1 

・救急医療管理加算 

・臨床研修病院入院診療加算 

・紹介受診重点医療機関入院診療加算 

・診療録管理体制加算1 

・医師事務作業補助体制加算2（100対1） 

・急性期看護補助体制加算（25対1） 

・電子的診療情報連携体制整備加算1 

・特殊疾患入院施設管理加算 

・療養環境加算 

・重症者等療養環境特別加算 

・栄養サポートチーム加算 

・医療安全対策加算1 

・感染対策向上加算1 

・患者サポート体制充実加算 

・呼吸ケアチーム加算 

・地域支援・医薬品供給対応体制加算1 

・病棟薬剤業務実施加算 2 

・データ提出加算 

・入退院支援加算１ 

・せん妄ハイリスク患者ケア加算 

・小児入院医療管理料4 

・緩和ケア病棟入院料2 

 

基本診療料 



 

施設基準届出一覧（令和 8年 6 月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外来栄養食事指導料の 注2に規定する基準 

・がん性疼痛緩和指導管理料 

・がん患者指導管理料  ハ 

・婦人科特定疾患治療管理料 

・救急搬送医学管理料3・夜間休日救急医学管理料3 

・外来腫瘍化学療法診療料1 

・外来腫瘍化学療法診療料の注９に規定するがん 

 薬物療法体制充実加算 

・連携充実加算 

・ニコチン依存症管理料 

・心不全予防継続管理料1及び2 

・開放型病院共同指導料 

・薬剤管理指導料 

・検査・画像情報提供加算及び 

電子的診療情報評価料  

・医療機器安全管理料1 

・救急患者連携搬送料2 

・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 

 充実管理体制加算 

・遺伝学的検査 

・先天性代謝異常症検査 

・検体検査管理加算（Ⅱ） 

・時間内歩行試験及び 

シャトルウォーキングテスト 

・ヘッドアップティルト試験 

 

・小児食物アレルギー負荷検査 

・CT撮影及びMRI撮影 

・抗悪性腫瘍剤処方管理加算 

・外来化学療法加算1 

・無菌製剤処理料 

・心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ） 

・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 

・運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 

・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 

・障害児（者）リハビリテーション料 

・集団コミュニケーション療法料 

・ペースメーカー移植術及びペースメーカー 

交換術 

・大動脈バルーンパンピング法（IABP法） 

・医科点数表第2章第10部手術の通則の 

16に掲げる手術 

・輸血管理料Ⅰ 

・輸血適正使用加算 

・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 

・入院時食事療養（Ⅰ） ・入院時生活療養（Ⅰ） 

・酸素の購入単価 

・看護職員処遇改善評価料39 

・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

・歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

・入院ベースアップ評価料58 

 

特掲診療料 



 

  



令和 5年 10月 1 日 

長良医療センター 

 

初診・再診時の選定療養費の徴収について 

 

当院は 200 床以上の紹介受診重点医療機関として、「紹介状」をお持ちにならず

に初診で受診された場合に、「選定療養費」として初診料等の診療費とは別に

7,700 円（税込）をご負担いただいております。 

また、再診の場合であっても、他の医療機関に文書でご紹介を行ったにもかかわ

らず、引き続き当院を受診される場合には、診療費とは別に 3,300 円（税込）をご

負担いただきます。ご理解のほど、お願い申し上げます。 

 

初診 7,700 円(税込) 

再診 3,300 円(税込) 

（医科と歯科はそれぞれ別のご負担になります。） 

 

※ただし、以下に該当する場合は、対象外になります。 

①緊急その他やむを得ない事情がある場合 

②自施設の他の診療科を受診している患者 

③医科と歯科との間で院内紹介された患者 

④特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者  

⑤救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者 

⑥外来受診から継続して入院した患者 

⑦地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関 

が外来診 療を実質的に担っているような診療科を受診する患者 

⑧治験協力者である患者 

⑨災害により被害を受けた患者 

⑩労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者 

⑪その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認 

めた患者 

  ⑫エイズ拠点病院における HIV感染者 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



平成 30 年 4月 1 日 

長良医療センター 

 

 

医療費の明細書発行について 

 

病院及び保険薬局は、平成 30 年 4 月から明細書の発行が完全義務化とな

りました。 

当院ではお支払いの際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を発行

（無料）しております。明細書には、薬剤の名称や行った検査の名称が記載

されます。 

事情により、明細書の発行を希望しない場合は、事前に受付窓口まで、お

申しつけ下さい。 

 この件に関するお問い合わせは、医事（専門職）までお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 8 年 6 月 1 日 

長良医療センター 
 

電子的診療情報連携体制整備加算について 

当院は医療ＤＸを推進して質の高い医療を提供できるように体制整備を行

っております。 

①オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報等を活用して診 

療を行います。 

②マイナ保険証の利用促進等、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供でき 

るよう取り組んでいます。 

 ③算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した

明細書を無料で交付しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



専門医研修施設及び指定医療機関等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【専門医研修施設】 

・日本呼吸器外科学会指導医認定施設 

・日本外科学会外科専門医制度修練施設 

・日本呼吸器内視鏡学会認定施設 

・日本呼吸器学会認定施設 

・日本感染症学会研修施設 

・日本小児外科学会教育関連施設 

・日本がん治療認定医機構認定研修施設 

・日本内科学会内科専門医連携施設 

・日本認知症学会教育施設 

【指定医療機関等】 

・保険医療機関 

・救急告示病院 

・基幹型臨床研修病院 

・紹介受診重点医療機関 

・重症心身障害児施設（指定医療機関） 

・肢体不自由児施設（指定医療機関） 

・障害者総合支援法指定事業者（療養介護） 

・指定自立支援医療機関 

（育成医療・更生医療・通院精神医療 

・公害医療指定医療機関 

・母体保護法指定病院 

・療育医療取扱機関 

・エイズ治療拠点病院 

・感染症法指定病院 

・生活保護法指定病院 

・労災保険指定病院 

・原爆被爆者指定病院 

・養育医療指定病院 

・戦傷者更生医療指定病院 

（その他事業） 

・短期入所支援事業 


